
 

 

考査基準 

 

１ 評定項目及び細目 

  評定項目及び細目は次のとおりとする。 

 

  項  目 細  目 

プロセス 
評価 

実施能力の評価 実施体制と執行計画 
実施状況の評価 執行計画 

品質管理 
業務特性 
創意工夫 

説明調整能力の評価 説明調整能力 
取組姿勢 責任感 

積極性 
倫理観 

結果評価 成果物の品質 

 

２ 総括監督員考査基準 

  (1) 考査方法 

    総括監督員は、評定趣旨を十分に理解し尊重した上で、それぞれ総合

的に評定を行う。 

  (2) 評定点範囲 

    採点表（総括監督員用）の該当評価項目について、それぞれ総合的に

判断して評定するものとする。（評価項目の追加、削除は行わない） 

  (3) 事故等による減点 

    当該業務遂行中に受注者に起因する事故等が発生し指名停止等の措置

を行った場合には、当該業務の総合評定点に対して、別表－１を参考と

して１５点まで減点することができる。 

 

別表－１ 受注者に起因する事故等が発生した場合の減点基準 

区  分 口頭注意 文書注意 指名停止  
１ヶ月まで 

指名停止  
１ヶ月超 

考 査 点 －３点 －５点 －１０点 －１５点 

【適応事例】 

    ① プロポーザル方式における当該業務の技術提案書等が虚偽であっ

た事実が判明した。 

    ② 発注者の承諾なしに当該業務に関する権利義務、成果物を第三者

に譲渡又は承継、公開した。 

    ③ 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無



 

 

許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。 

    ④ 一括再委託、請負を行った。 

    ⑤ 打ち合わせ協議または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。 

    ⑥ 当該業務において過積載等の道路交通法違反により、逮捕または

送検等された。 

    ⑦ 当該業務において安全管理の処分が不適切であったために、死傷

者を生じさせた業務関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災

害を起こした。 

 

  (4) 瑕疵修補及び損害賠償による減点 

    成果物に、受注者の責任に起因する瑕疵が存在し、契約書のかし担保

条項等に記された手続きに従い、瑕疵修補又は損害賠償が実施された場

合には、当該業務の総合評定点に対して、別表－２を参考として２０点

まで減点することができる。ただし、ここでいう瑕疵修補とは、軽微な

ミスの修正ではない大幅な修補をいう。また、埼玉県委託業務成績評定

要領（以下、「評定要領」という。）第６条に定める評定結果の通知後に

当該事象が発生した場合は、評定要領第９条を準用し評定の修正を行う

ものとする。 

 

別表－２ 瑕疵修補又は損害賠償が実施された場合の減点基準 

区  分 瑕疵修補又は損害賠償の実施 
故意又は重大な過失により 

瑕疵修補又は損害賠償の実施 

考 査 点 －１０点 －２０点 

 

  (5) 総合評価方式におけるペナルティによる減点 

    総合評価方式（技術提案型）による入札を経て契約した業務において

は、「埼玉県県土整備部土木設計業務総合評価方式試行ガイドライン」 

１０ペナルティの設定の規定に基づき業務成績評定点を減点することが

できる。 

 

３ 担当監督員及び検査員考査基準 

  評定にあたっては、当該業務の履行状況に応じ、各評価項目の評定を行う

ものとする。（評価項目の追加、削除、もしくは評価比重の変更は行わない） 

 

 

 



 

 

４ 「単純調査業務」について 

  「調査業務、計画業務」は、広範かつ高度な専門的知識が要求される業務

や高度な技術と豊かな経験が要求される業務といった比較的難易度の高い調

査 業務に対応するものであるため、これについては「調査業務、計画業務」

採点表を使用するものとする。 

  「設計共通仕様書」第 1204 条及び第 1205 条に規定する「調査業務、計画

業務」のうち、高度な技術力をそれほど必要としない単純なデータ処理業務

や資料収集･整理業務等について、｢単純調査業務｣と定義する。なお、｢単純

調査業務｣の対象業務については、以下に示す例を参考とされたい。 

 

  【単純調査業務の例】 

  各部門共通      単純なデータ収集整理業務 

             単純なデータ処理業務 

             書類編集的な業務 

             文献収集業務 

  河川、砂防      水理・水文観測業務 

             データ加工業務（降雨解析等） 

             不等流計算等の計算業務（システム開発を除く） 

             補償数量の算出 

             工事記録等資料の分類･整理 

             工事図面集、写真集等の作成 

  道路         一般的な現地踏査 

             一般的な交通量観測業務 

             台帳整理等を目的とした資料収集業務 

  トンネル       クラック等変状の計測調査 

  施工計画及び施工設備 施工関連資料の収集整理 

  情報         定期的なデータメンテナンス 

             資料収集的な業務 

             単純なデータ作成のみの業務 

  防災         資料収集的な業務 

  環境         大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等調査・分析方

法がＪＩＳ等で規定されている測定業務 

 

５ 対象業務が複数の業務にまたがる場合の取扱い 

  対象業務が、「地質・土質調査、単純調査業務、測量作業」、「調査業務、計

画業務」、「設計業務」のうちの複数の業務にまたがる場合においては、業務

の目的、金額を勘案し、原則として主たる業務の採点表を適用する。 



 

 

  ここで、「主たる業務」の取扱いについては、以下を参考とされたい。 

  (1) 「地質・土質調査、単純調査業務、測量作業」、「調査業務、計画業務」、

「設計業務」の対象部分のどれかが評定対象額を超えるときには、その

業務を「主たる業務」とみなすものとする。 

  (2) (1)を除き、「地質・土質調査、単純調査業務、測量作業」、「調査業務、

計画業務」、「設計業務」の対象部分の合計が評定対象額を超えるとき、

業務の目的、金額を勘案して、「主たる業務」を１つ選定するものとする。 

    これらの取扱いは、担当監督員及び検査員で統一するものとする。 

 

６ 採点表の選定について 

  対象業務が複数にまたがる場合の取り扱いや単純調査業務の選定は、担当

監督員が決定する。 

   

７ 総合評定点について 

  総合評定点を算出する際には、対象業務に応じて各評価項目ごとに以下の

重み付けを考慮する。 

 

考 査 項 目 

 

業務評定 

地質・土質調査、単純調査業務、測量作業 

調査業務、計画業務、設計業務 

技術者評定 

技術管理者 

又は 
管理技術者 

担当技術者 

（注１） 
照査技術者 

 

 

プロ 

セス 

評価 

実施能力の

評価 

実施体制と執

行計画 
20 20 5  

 

 
 

実施状況の

評価 

執行計画 5 5 5  

品質管理 20 20 30 50 

業務特性 10 10 12.5  

創意工夫 4 4 4  

説明調整能
力の評価 

説明調整能力 6 6 6  

取組姿勢 
責任感、積極

性、倫理観 
5 5 7.5  

結果評価 成果物の品質 30 30 30 50 

合 計 100 100 100 100 

  注）１ 担当技術者は８名までとし、TECRIS に登録されており、かつ発注者との 

     打ち合わせに回数で半分以上出席している者とする。 



 

 

参考：採点上の補足 

 

採点表の評価細目で、“高度な技術レベル”“難易度の高い業務”の項目があ

るが、これに関しては以下、標準的な業務内容に基づいた事例に示される「知

識」の高い業務又は「構想力・応用力」の高い業務を指す。 

 

【河川事業】 

知
識

構想力・応用力

堤防・護岸設計③
【現地条件変更による修正設計、

小構造物設計図集に掲載の

構造物の数量、図面作

耐震性能照査③
【簡易式による判定を行う業務】

水文観測③
【標準的な観測手法によるもの】

施設点検調査②
【標準的な調査】

河川台帳作成

水質観測②
【水質調査（採水・水質分析のみ）（プランクトン同定を除く）】

施設健全度調査②
【標準的な調査】

水質観測①
【微量化学物質調査等の精度管理を行うもの、

水質調査（その他、プランクトン同定を含む）】

水文観測②
【高度な観測手法を用いるもの

（ADCP計測による観測（解析を含まないもの）等）】

河川水辺の国勢調査

治水経済調査②
【統計データを用いた集計】

施設点検調査①
【大規模構造物等、

高度な技術を用いるもの】

河川景観設計②
【以下を含まないもの】

・景観上の制約

・設計前のデザインの比較検討

・検討委員会の運営

耐震性能照査②
【静的解析・動的解析を含むもの

（大規模構造物等以外）】

環境アセスメント②
【追加調査及び取りまとめ】

河川構造物予備設計②
（樋門・樋管・排水機場等）

（標準積算基準対象施設）

河川構造物詳細設計
（樋門・樋管・排水機場等）

河川環境情報図の作成

事業評価

その他技術的に高度な業務

河川整備基本方針

河川整備計画

河道計画検討

総合土砂管理計画の検討

堤防・護岸設計②
【標準的な設計（浸透流解析等の検討を含む）】

施設健全度調査①
【大規模構造物等、

高度な技術を要するもの】

氾濫解析②
【既存の解析モデルによる再現又は予測計算】

環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、方法書作成等】

河川構造物予備設計①
（樋門・樋管・排水機場等）

（標準積算基準対象施設以外）

生態学的な検討

特殊構造物予備・詳細設計
（樋門・樋管・排水機場等以外）

氾濫解析①
【解析モデルの構築又は改良、高度化】

治水経済調査①
【基準の見直し、新基準の検討】

危機管理時の体制・対応等の検討
（危機管理演習を含む）

堤防・護岸設計①
【高度な軟弱地盤対策や調査・解析等の検討を含むもの】

耐震性能照査①
【静的解析・動的解析を含むもの（大規模構造物等）】

河川景観設計①
【以下のいずれかを含むもの】

・景観上の制約

・設計前のデザインの比較検討

・検討委員会の運営

水文観測①
【ADCP計測、

画像解析等

を用い解析

を含むもの】

維持管理計画検討

洪水予測システム検討

水文データ照査検討

自然再生計画検討

総合治水に関する検討

環境管理基本計画

水循環に関する検討

高

高

 

※砂防事業は、本表に準じて選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【道路事業】 

知
識

構想力・応用力

道路詳細設計（修正）

交差点設計（一般）

各種資料作成他

環境調査【常観等定型的調査】

構造物予備設計（一般）

交通量観測

定期点検、緊急点検構造物詳細・補修設計（一般）

交差点設計（立体）

道路予備設計（用地幅決定）

道路・交通等現況分析②
【マニュアル等で手法が決まっているもの】

環境アセスメント②
【調査項目の追加補足調査及びそのとりまとめ】

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）②
【既存ルートの部分的見直し】

道路詳細設計（一般）

【新規に実施するもの

構造物を含むもの】

事業評価②
【交通量予測結果に基づき便益計算のみ行うもの】

防災対策設計
【詳細設計のみ】

整備効果収集・整理
【データ収集、簡易な分析のみ】

環境基礎調査（文献・現地調査等）②
【補足・継続調査

交通安全・渋滞対策設計
【予備・詳細設計のみ】

道路網整備計画検討

水文調査（分析等含む）

構造物予備設計（大型・特殊）

道路・橋梁等構造物景観設計

定期点検結果の診断

交通需要予測検討

道路予備設計（中心線決定）構造物詳細・補修設計（大型、特殊）

道路・交通等現況分析①
【マニュアル等で手法が決まっているものを除き、調査計画、企画立案を伴う もの等】

環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、方法書作成等】

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）①
【新規にルーティングを行うもの等】

事業評価①
【全体計画を含むもの等】

整備効果分析検討
【企画立案から実施するもの、

委員会を運営を伴うもの】

防災対策検討
【工法検討を行うも

の、委員会運営伴

うもの】

環境基礎調査（文献・現地調査等）①
【企画立案から実施するもの、

貴重種を含むもの】

ＰＩプロセス

交差点設計（大規模立体）

社会実験実施

交通安全・渋滞
対策等検討
【事故分析、渋滞分析、

委員会運営】

高

高

 

【都市事業】 

知
識

構想力・応用力

総括図等図面作成

パンフレット作成

環境アセスメント

事業評価

ﾊﾟｰｿﾝﾄﾘｯﾌﾟ調査（実査）

都市計画基礎調査

換地設計

都市公園（基本設計・実施設計）

都市計画GIS

都市公園（基本構想・基本計画）

都市計画事業等の施設設計
（造成設計、小規模なもの）

都市計画事業等の施設設計
（標準的なもの）

個別都市施設に関する
都市計画案策定

土地区画整理事業調査
市街地再開発等調査

線引き・用途地域・地区計画等の
土地利用に関する計画

まちづくり等に関する
指針・ガイドライン類策定

都市計画事業等の施設設計
（景観検討、大規模施設等、

標準的な設計により難いもの）

マスタープラン・基本計画等の法定計画※１

まちづくり等に関する総合的な計画※２

コーディネート

社会実験・ビジュアル
シミュレーショ ン

高

高

 
※１ 都市計画区域マスタープラン、市町村マスタープラン、都市再開発方針、緑の基本計画、都市再生整備計画、中心市街地活性化基本計画、歴史的風致維持向上計画、景観計画 等 

※２ 都市交通に関するマスタープラン・戦略、市街地整備に関する戦略（大街区化等） 、都市の観光・環境（低炭素都市づくり等）・防災等に関する基本的な計画 等 



 

 

【下水道事業】 

知
識

構想力・応用力

計画決定図書作成

管渠詳細設計
(大規模開削･大規模開水路)

管渠詳細設計
（シールド・中大口径推進）

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ詳細設計

改築・長寿命化調査

管渠詳細設計（開削･開水路）

施工管理（管渠）

水質分析

管渠詳細設計（小口径推進）

施工管理（処理場・ポンプ場）

台帳データ作成

管渠詳細設計（改築）

特殊マンホール詳細設計

耐震診断調査

）貯留施設・樋門・吐口設計

管渠基本設計

事業評価等

耐震補強設計

下水道事業計画

管渠長寿命化計画

台帳システム構築

下水道資源・ｴﾈﾙｷﾞー 利活用計画

地震等災害対策計画

処理場機能診断

流出解析を用いた雨水計画

下水道全体計画

合流式下水道改善計画

管渠基本設計(改築)

汚水処理整備構想

処理場・ポンプ場詳細設計

処理場・ポンプ場詳細設計(改築）

処理場・ポンプ場基本設計(改築)

処理場・ポンプ場基本設計

処理場・ポンプ場長寿命化計画 流域別下水道整備総合計画

経営管理計画等

下水道中長期ビジョン

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｼｽﾃﾑ構築

下水道システム再構築計画

高

高

 

【測量調査】 

知
識

構想力・応用力

既成図数値化 一筆調査（E工程）

画像解析／計測／判読②
【計測を主とするもの】

航空レーザ測量（応用解析含む）②
【応用解析を含むもの】

その他の応用測量②
（主題図データファイル作成）

【計測を主とするもの】

各種台帳作成①
【地形測量と調書を主とするもの以外】

水文観測②
【高度な観測手法を用いるもの

（ADCP計測による観測（解析を含まないもの）等）】

地籍測量①
【国土調査法第10条2項による作業】

深浅測量①
【高い精度を求めるなど技術的に高度なもの】

移動計測車両による測量①
【応用解析を主とするもの。また、使用目的に

後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

復旧測量※

河川測量※

路線測量※

用地測量※

基準点測量※

定期縦横断測量※

現地測量（地形測量）※

地図編集

水準測量※

各種台帳作成②
【地形測量を主とするもの】

水文観測③
【標準的な観測手法によるもの】

地籍測量②
【国土調査法第10条2項による作業を除く】

深浅測量②
【標準的なもの】

※印の工種は、現地等の
条件が通常の仕様で実施

できない場合は、総合評価

落札方式を選定すること。

移動計測車両による測量②
【計測を主とするもの】

画像解析／計測／判読①
【判読を主とするもの。また、使用目的に

後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

航空レーザ測量（応用解析含む）①
【応用解析を含んだ上で使用目的に

後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

その他の応用測量①
（主題図データファイル作成）

【解析のための判読を主とするもの】

水文観測①
【ADCP計測、画像解析等

を用い解析を含むもの】

GIS/CADデータ化
修正測量

航空レーザ測量

空中写真測量

数値図化（デジタルマッピング）

写真地図作成（デジタルオルソ）

土地区画整理測量

基盤地図情報作成

都市計画図

地図編集（特殊ケース）

データ共有／総合GIS

高

高

 



 

 

【地質調査】 

知
識

構想力・応用力

地下水調査（とりまとめ）※

地盤環境調査（とりまとめ）※

防災点検

耐震調査

地すべり対策工検討設計（地質解析を含まない）

計器設置及び観測（計画～解析）

計器設置及び観測作業（設置・観測のみ）

地下水調査（解析・検討）

地下水調査（観測）

地盤環境調査（採取、分析）

ボーリング調査
（支持層確認、

改良チック等）

ボーリング調査

（設計、解析用）

ボーリング調査（高度安
全管理、高品質コア等）

物理（弾性波等）探査

土構造物等の点検

地表地質踏査及び資料収集

地質リスク調査検討

防災点検（総合診断）

地質調査計画策定

軟弱地盤調査・検討（安定・沈下・液状化等）

地すべり対策工検討設計（地質解析を含む）

トンネル変状調査・解析

地下水調査・解析（浸透流、広域地下水、渇水影響等）

※印の地下水調査（とりまとめ）、地盤環境調査（とりまとめ）
については、以下のような場合などで、価格競争方式でも妥

当である内容も含まれるため、弾力的な運用を行うこと。
・地下水調査：既存の井戸等を利用した標準的な観測等では

、とりまとめ作業は価格競争でも十分な成果が得られる。

・地盤環境調査：有害物質（六価クロム）の試料採取・分析と
観測値とりまとめ（基準値内かどうかの判定）等の標準的な

作業は価格競争でも十分な成果が得られる。

動的応答解析

地質総合解析 施工時計測管理

地盤環境調査（解析、対策検討）

高

高

 
【建築】 

知
識

構想力・応用力

積算

建築物の環境保全性に関する診断

工事監理

耐震診断

敷地調査

小規模改修実施設計等※3

環境配慮契約法※1第５条に規定する

基本方針に基づき契約する設計

大規模改修実施設計等※2

建築士法第３条又は同３条の２

に規定する設計

PFI事業に係る整備検討

(財務・法務、建築計画)

ＥＳＣＯ事業に係る整備検討

(フィージビリティ・スタディ)

高

高

 

※１ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成 19 年法律第 56 号） 

※２ 耐震改修実施設計、大規模な改修実施設計等で、提案を反映して仕様を確定する必要がある実施設計 

※３ ※２以外の実施設計 

※４ 設計競技方式については上図によらないものとする 
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